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平成２３年１０月２４日 

会員各位 
横浜弁護士会 
会長 小島周一 

２０１１年度事務職員能力認定制度に基づく研修会の受講者募集期間延長について 

このたび、日弁連より標記の案内がありましたので、お知らせ致します。 
会員の皆様には何かとご多用中かとは存じますが、事務所の事務職員の方がこの研修会に参加できる 

ようお取り計らいをお願い致します。


